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 監事全員の合意により、公益財団法人全日本剣道連盟定款を実施するため、

公益財団法人全日本剣道連盟監査規則を次のように定める。 
 

公益財団法人全日本剣道連盟 監査規則 
 

（趣旨） 

第１条 公益財団法人全日本剣道連盟（以下「全剣連」という。）の監事

の監査については、この規則の定めるところによる。 

 
 （監査の対象） 

第２条 監事は、法令、全剣連の定款（以下「定款」という。）及びこの規則

に基づいて全剣連の理事（以下「理事」という。）の職務の執行を監査

する。 
 
（監査計画） 
第３条 監事は、毎事業年度開始後速やかに、監査方針、監査の対象、監査の

方法、監査の日程等について、監事間の協議により監査計画を作成する

ものとする。 
  ２ 監事は、前項の規定により監査計画を作成した場合は、遅滞なく、こ

れを全剣連の理事会（以下「理事会」という。）に報告しなければなら

ない。 
 
（計算関係書類に係る監査） 
第４条 計算書類（貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。）及びその

附属明細書（以下「計算関係書類」という。）に係る監査には、計算関

係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の

程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含

むものとする。 

 

 （監査報告の作成） 

第５条 監事は、法令、定款及びこの規則で定めるところにより、監査報告を

作成しなければならない。 
２ 監事は、その職務を適正に遂行するため、理事、全剣連の使用人（以

下「使用人」という。）その他監事が適切に職務を執行するに当たり意

思疎通を図るべき者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めなければならない。この場合において、監事は、理事会に対
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して、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意することを求

めることができるものとする。 
３ 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持すること

ができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解し

てはならない。 
４ 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事との意思疎

通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 

 

  （独立した公認会計士等の監査） 

 第６条 監事は、計算関係書類に係る監査について、全剣連の会長（以下「会

長」という。）に対して、全剣連から独立した公認会計士又は監査法人

（以下本条において「独立した公認会計士等」という。）による監査を

行うことを求めることができるものとする。 
２ 監事は、独立した公認会計士等と十分な意思疎通を図るものと

し、必要があるときは、独立した公認会計士等に対し、その監査に

関する報告を求めることができる。 

 

 （監査報告の内容） 

第７条 監事は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とす

る監査報告を作成しなければならない。 

①  監事の監査の方法及びその内容 

②  計算関係書類が全剣連の財産及び損益の状況をすべての重要な     
点において適正に表示しているかどうかについての意見 

③  監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

④  追記事項（正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重

要な後発事象その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必

要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事

項をいう。） 

⑤  監査報告を作成した日 
２ 監事は、事業報告及びその附属明細書(以下「事業報告等」とい

う。)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を

作成しなければならない。 

①  監事の監査の方法及びその内容 

②  事業報告等が法令又は定款に従い全剣連の状況を正しく示してい

るかどうかについての意見 

③  理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反
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する重大な事実があったときは、その事実 

④  監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理

由 
⑤  全剣連の業務の適正を確保するための体制の整備についての決定

又は決議がある場合において、当該決定又は決議の内容が相当でない

と認めるときは、その旨及びその理由 

⑥  監査報告を作成した日 
 

 （監査報告の通知期限等） 

第８条 すべての監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、会長に対し、

各事業年度に係る計算関係書類及び事業報告等についての監査報告の

内容を通知しなければならない。 

① 計算書類及び事業報告を受領した日から４週間を経過した日 

② 計算書類の附属明細書及び事業報告の附属明細書を受領した日か

ら１週間を経過した日 
③ 会長とすべての監事との間で合意により定めた日があるときは、そ

の日 
 

（理事会への出席等） 

第９条  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は

全剣連の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
２ 監事は、その職務を適切に遂行するため、理事会に出席し、必要          
に応じて意見を述べなければならない。 

       ３ 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他電磁的

記録その他の資料を調査しなければならない。 

         ４ 監事は、定款第１３条第１項に規定する理事会において、議長の求め

に応じて、監査報告の内容を報告するものとする。定款第２０条第２項

第３号に規定する評議員会においても、同様とする。 

 

 （理事会への報告義務等） 

第 10 条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするお    

それがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実

若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、そ

の旨を理事会に報告しなければならない。 

  ２  監事は、理事が全剣連の目的の範囲外の行為その他法令若し

くは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれ



4 
 

がある場合において、当該行為によって全剣連に著しい損害が

生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめる

ことを請求することができる。 

 

 

  （規則の変更） 

 第 11 条 この規則は、監事全員の合意によって変更することができる。 

    ２  前項の規定により規則を変更した場合は、遅滞なく、その旨

を理事会に報告しなければならない。 

 
附 則 

  １ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
２ この規則は、公益財団法人全日本剣道連盟定款の施行の日（令和２年 

９月１６日）から施行する。 


